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ワン
ポイント

（如月）FEBRUARY

日 月 火 水 木 金 土

2月 11日・建国記念の日  12日・振替休日  23日・天皇誕生日
◆  2 月 の 税 務 と 労 務

2 2024（令和6年）

配当集計フォーム　国税庁HPの確定申告書等作成コーナーにある配当等の内容を表計算
ソフト等で入力するためのフォーマット。入力・保存したデータは、作成コーナーの配当所得、
配当控除の入力画面でデータ読込の操作を行えば、その内容が作成コーナーに反映されま
す。なお、特定口座での受入分、特定公社債の利子等は集計対象外です。

国　税／ 令和5年分所得税の確定申告
 2月16日～3月15日

（還付申告は申告期間前でも受け付けられます）
国　税／ 贈与税の申告 2月1日～3月15日
国　税／ 1月分源泉所得税の納付 2月13日
国　税／ 12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 2月29日
国　税／ 6月決算法人の中間申告 2月29日
国　税／ 3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合） 2月29日
国　税／ 決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付 2月29日
地方税／ 固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

 市町村の条例で定める日
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2 月号─2

　

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
で
働
く
方

が
「
年
収
の
壁
」
を
意
識
せ
ず
に
働

け
る
環
境
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、

令
和
５
年
10
月
に
「
年
収
の
壁
・
支

援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
が
厚
生
労
働

省
よ
り
公
表
・
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
そ
の
概
要
と
活
用
方
法

や
注
意
点
を
解
説
し
ま
す
。

一
　「
年
収
の
壁
」
を
巡
る
現
状
▪
▪

　

会
社
員
・
公
務
員
の
配
偶
者
で
、

扶
養
さ
れ
保
険
料
負
担
が
な
い
「
第

3
号
被
保
険
者
」
の
う
ち
約
４
割
が

就
労
し
、
そ
の
中
に
は
、
社
会
保
険

料
負
担
等
に
よ
る
手
取
収
入
の
減
少

を
理
由
に
、
就
業
調
整
を
す
る
方
が

一
定
程
度
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

就
業
調
整
の
理
由
に
は
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
（
厚
生
労
働

省
「
令
和
3
年
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有

期
雇
用
労
働
者
総
合
実
態
調
査
」・

複
数
回
答
）。

⑴　

被
扶
養
者
の
認
定
基
準
（
１
３

０
万
円
の
壁
）

・　

年
収
１
３
０
万
円
を
上
回
る
と

配
偶
者
の
健
康
保
険
、
厚
生
年
金

保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
は
ず
れ
、

国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
に
自

分
で
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
か
ら
…
約
57
％

⑵　

被
用
者
保
険
加
入
（
１
０
６
万

円
の
壁
）

・　

労
働
時
間
が
週
20
時
間
を
超
え

る
と
雇
用
保
険
、
健
康
保
険
、
厚

生
年
金
保
険
の
保
険
料
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
…
約
21
％

※　

従
業
員
数
１
０
０
人
超
の
企

業
で
は
、
一
定
要
件
を
満
た
す

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
も
、

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の

加
入
対
象
と
な
り
ま
す
。

⑶　

配
偶
者
の
会
社
の
配
偶
者
手
当

・　

一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の

会
社
の
配
偶
者
手
当
が
も
ら
え
な

く
な
る
か
ら
…
約
15
％

二
　
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
概
要
▪
▪
▪
▪

　

公
表
さ
れ
た
「
年
収
の
壁
・
支
援

強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
は
、
次
の
も
の

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈
１
０
６
万
円
の
壁
へ
の
対
応
〉

・　

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

・　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

〈
１
３
０
万
円
の
壁
へ
の
対
応
〉

・　

事
業
主
の
証
明
に
よ
る
被
扶
養

者
認
定
の
円
滑
化

〈
配
偶
者
手
当
へ
の
対
応
〉

・　

企
業
の
配
偶
者
手
当
の
見
直
し

の
促
進

　

次
に
、
具
体
的
な
施
策
を
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

⑴　

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

　
「
社
会
保
険
適
用
時
処
遇
改
善

コ
ー
ス
」が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

労
働
者
本
人
負
担
分
の
保
険
料
相

当
額
の
手
当
（
社
会
保
険
適
用
促
進

手
当
）
の
支
給
や
賃
上
げ
な
ど
に
よ

り
、
年
収
の
壁
を
意
識
せ
ず
働
け
る

環
境
づ
く
り
を
行
う
企
業
を
後
押
し

す
る
コ
ー
ス
で
、2
種
類
の
メ
ニ
ュ
ー

が
あ
り
ま
す
。

①　

手
当
等
支
給
メ
ニ
ュ
ー
（
手
当

等
に
よ
り
収
入
を
増
加
さ
せ
る
）

　
　

賃
金
の
15
％
以
上
を
追
加
支
給

す
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
す
と

き
に
、
１
人
あ
た
り
３
年
間
で
最

大
50
万
円
（
大
企
業
は
３
／
４
の

額
）を
支
給

②　

労
働
時
間
延
長
メ
ニ
ュ
ー
（
①

に
労
働
時
間
延
長
メ
ニ
ュ
ー
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
も
可
能
）

　
　

一
定
以
上
の
所
定
労
働
時
間
の

延
長
・
賃
金
の
増
額
を
し
た
場
合

に
、
一
人
あ
た
り
30
万
円
を
支
給

　

対
象
と
な
る
労
働
者
の
要
件
（
例

え
ば
、「
社
会
保
険
加
入
日
の
６
か

月
前
の
日
以
前
か
ら
継
続
し
て
雇
用

さ
れ
て
い
る
。」「
社
会
保
険
加
入
日

か
ら
過
去
２
年
以
内
に
同
事
業
所
で

社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ

た
。」
等
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、
実
施

前
に
確
認
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

⑵　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

　

短
時
間
労
働
者
へ
の
社
会
保
険
の

適
用
を
促
進
す
る
た
め
、
労
働
者
が

社
会
保
険
に
加
入
す
る
に
あ
た
り
、

事
業
主
が
労
働
者
の
保
険
料
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
に
支
給
す
る
も
の
で

す
。
新
た
に
発
生
し
た
本
人
負
担
分

の
保
険
料
相
当
額
を
上
限
と
し
て
、

保
険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準
報

酬
月
額
・
標
準
賞
与
額
の
算
定
に
考

慮
し
な
い
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
所
内
で
の
バ
ラ
ン
ス

を
考
慮
し
、
事
業
主
が
同
一
事
業
所

年収の壁・支援強化
パッケージの活用　



3─2月号

内
で
同
じ
条
件
で
働
く
他
の
労
働
者

に
も
同
水
準
の
手
当
を
特
例
的
に
支

給
す
る
場
合
に
は
、
同
様
の
取
扱
い

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
よ
り
、
Q
＆
A
が
出

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
部
を
抜
粋

し
ま
す
。

　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

の
標
準
報
酬
算
定
除
外
は
、

ど
の
よ
う
な
方
が
対
象
と
な
る
か
。

　

新
た
に
社
会
保
険
の
適
用

と
な
っ
た
労
働
者
で
あ
っ
て
、

標
準
報
酬
月
額
が
10
万
４
千
円
以
下

の
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

事
業
所
内
で
の
労
働
者
間
の
公
平
性

を
考
慮
し
、
事
業
主
が
同
一
事
業
所

内
で
同
じ
条
件
で
働
く
、
既
に
社
会

保
険
が
適
用
さ
れ
て
い
る
他
の
労
働

者
に
も
同
水
準
の
手
当
を
特
例
的
に

支
給
す
る
場
合
に
は
、
同
様
に
、
保

険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準
報
酬

月
額
・
標
準
賞
与
額
の
算
定
に
考
慮

し
な
い
措
置
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

標
準
報
酬
等
の
算
定
か
ら

除
外
で
き
る
期
間
の
上
限
は

あ
る
か
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
者
に
つ

い
て
、
最
大
２
年
間
、
標
準

報
酬
月
額
・
標
準
賞
与
額
の
算
定
に

お
い
て
考
慮
し
な
い
こ
と
と
し
ま
す
。

　

各
労
働
者
に
つ
い
て
、
２
年
が
経

過
し
た
後
は
、
標
準
報
酬
月
額
・
標

準
賞
与
額
の
算
定
に
含
め
て
保
険
料

が
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

は
労
働
者
に
毎
月
支
払
う
必

要
が
あ
る
か
。
複
数
月
分
の
本
人
負

担
分
保
険
料
相
当
額
に
つ
い
て
、
ま

と
め
て
社
会
保
険
適
用
促
進
手
当
を

支
払
う
こ
と
は
可
能
か
。

　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

は
、
あ
く
ま
で
も
事
業
主
が

労
働
者
に
対
し
、
労
働
者
の
社
会
保

険
料
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
自
ら

の
ご
判
断
で
支
給
い
た
だ
く
も
の
で

あ
り
、
支
給
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
方
法

に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
主
ご

と
に
決
定
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

を
支
給
す
る
場
合
、
就
業
規

則（
又
は
賃
金
規
程
）の
変
更
と
労
働

基
準
監
督
署
へ
の
届
出
が
必
要
か
。

　

常
時
10
人
以
上
の
労
働
者

を
使
用
す
る
事
業
場
に
お
い

て
は
、
就
業
規
則（
又
は
賃
金
規
程
）

の
変
更
と
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

⑶　

事
業
主
の
証
明
に
よ
る
被
扶
養

者
認
定
の
円
滑
化

　

今
回
の
措
置
は
、
一
時
的
に
収
入

増
（
１
３
０
万
円
以
上
）
に
な
っ
た

方
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
証
明
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
引
き
続
き
被
用
者

保
険
の
被
扶
養
者
と
な
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
措
置
で
す
。
こ
ち
ら
も
厚

生
労
働
省
よ
り
具
体
的
な
取
り
扱
い

を
示
し
た
Q
＆
A
が
出
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
ま
す
。

　

事
業
主
の
証
明
に
よ
る
被

扶
養
者
認
定
の
円
滑
化
は
、

あ
く
ま
で
も
「
一
時
的
な
事
情
」
と

し
て
認
定
を
行
う
こ
と
か
ら
、
同
一

の
者
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
連
続
２

回
ま
で
を
上
限
と
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
何
を
も
っ

て
「
１
回
」「
連
続
２
回
」
と
数
え
る

の
か
。　

新
た
に
被
扶
養
者
を
認
定

す
る
場
合
を
含
む
被
扶
養
者

の
収
入
確
認
に
当
た
っ
て
事
業
主
の

証
明
を
用
い
て
一
時
的
な
収
入
変
動

で
あ
る
旨
を
保
険
者
が
確
認
し
た
場

合
に
は
、「
１
回
」と
数
え
ま
す
。

　

被
扶
養
者
の
収
入
確
認
を
年
１
回

実
施
す
る
場
合
は
、「
連
続
２
回
」

と
は
連
続
す
る
２
年
間
の
各
年
に
お

け
る
収
入
確
認
に
お
い
て
事
業
主
の

証
明
を
用
い
る
こ
と
が「
連
続
２
回
」

に
な
り
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
な
事
情
が
「
一

時
的
な
収
入
変
動
」
と
し
て

認
め
ら
れ
る
か
。

　

一
時
的
な
収
入
増
加
の
要

因
と
し
て
は
、
主
に
時
間
外

勤
務
（
残
業
）
手
当
や
臨
時
的
に
支

払
わ
れ
る
繁
忙
手
当
等
が
想
定
さ

れ
、
一
時
的
な
収
入
変
動
に
該
当
す

る
主
な
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、

・　

他
の
従
業
員
が
退
職
し
た
こ
と

に
よ
り
業
務
量
が
増
加

・　

受
注
が
好
調
だ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
事
業
所
全
体
の
業
務
量
が
増

加
・　

突
発
的
な
大
口
案
件
に
よ
り
、

当
該
事
業
所
全
体
の
業
務
量
が
増

加
な
ど
が
、
想
定
さ
れ
ま
す
。

⑷　

企
業
の
配
偶
者
手
当
の
見
直
し

の
促
進

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
で
働
く
配
偶

者
の
就
業
調
整
に
つ
な
が
る
配
偶
者

手
当
（
配
偶
者
の
収
入
要
件
が
あ
る

配
偶
者
手
当
）
に
つ
い
て
は
、
企
業

の
配
偶
者
手
当
の
見
直
し
が
進
む
よ

う
、見
直
し
の
手
順
を
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
で
示
す
等
、
わ
か
り
や
す
い
資
料

が
厚
生
労
働
省
か
ら
公
表
さ
れ
て
い

ま
す
。

Q1Q2

Q3Q4
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Q 2
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2 月号─4

　国内で輸入、製造、使用されている化学
物質は数万種類にのぼり、その中には、危
険性や有害性が不明な物質が多く含まれて
います。
　これらの物質は、企業規模の大小を問わ
ずに扱われ、また、規模の小さい事業場ほ
ど法令の遵守状況が不十分であり、それに
伴う労働災害も発生する傾向があります。
　化学物質を原因とする労働災害（がん等
の遅発性疾病を除く。）は年間450件程度
で推移し、がん等の遅発性疾病も後を絶た
なかったこと等を踏まえ、令和4年5月に
新たな化学物質規制が導入・順次施行され、
令和6年4月には全面施行されます。
　令和6年4月に施行されるものを一部ご
紹介します。関連情報は「労働安全衛生法　
化学物質規制」のキーワードで検索するこ
とができます。

１　化学物質管理体系の見直し
①　ラベル表示・通知をしなければならな
い化学物質の追加
②　ばく露を最小限度にすること（ばく露
を濃度基準値以下にすること）
③　皮膚等障害化学物質への直接接触の防
止（健康障害を起こすおそれのある物質
に関し、保護眼鏡、不浸透性の保護衣ま
たは保護手袋等適切な保護具を使用）
④　リスクアセスメントに基づく健康診断
の実施・記録作成・保存義務

２　実施体制の確立
①　化学物質管理者・保護具着用責任者の
選任義務化（選任にあたり一定の専門講
習の修了が要件とされるものもあります）
②　雇入れ時等教育の拡充（特定の業種で
は一部教育項目の省略が認められていま
したが、この省略規定は廃止されます）

３　情報伝達の強化
　SDS（安全データシート：Safety	Data	
Sheet）等による通知事項の追加及び含有
量表示の適正化

新たな化学物質規制 
（労働安全衛生法）

　労働保険料の納付方法の一つに口座振替
納付がありますが、令和6年度より口座振
替納付可能な金融機関に、ゆうちょ銀行が
追加されることとなりました。
　口座振替納付の申込みには締切日があ
り、労働保険料の第1期分（7月10日納期
限）から口座振替納付を行うには、2月25
日までの申込が必要です。
　申込用紙は、厚生労働省ホームページよ
りダウンロード可能です（「厚生労働省　労
働保険　口座振替」のキーワードで検索）。
　なお、口座振替納付の場合は、保険料の
引き落としが本来の納期限より後になるメ
リットもあります。継続事業の納期限（引
落日）は、次のとおりです（カッコ内は口
座振替を利用しない場合の納期限です）。
　第１期　9月6日（7月10日）
　第２期　11月14日（10月31日）
　第３期　2月14日（1月31日）

労働保険料の口座振替金融機
関にゆうちょ銀行追加
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